物　品　売　買　契　約　書

　物品の売買に関し、買受者　大任町長　永原　譲二（以下「甲」という。）と　売渡者　　（以下「乙」という。）との間に下記のとおり仮契約を締結する。

　（売買）
第１条　乙は、別表に掲げる物品（以下「物品」という。）を甲に売り渡し、甲はこれを買い受ける。
　（物品の数量等）
第２条　物品の数量、契約金額、履行期限、履行場所等は、別表のとおりとする。
　（検査）
第３条　乙が物品を納入するときは、あらかじめその旨を甲に通知しなければならない。
２　甲は、乙が物品を納入するときは、乙の立会のもとに検査を行う。
　（代金の支払）
第４条　乙は、前条第２項の検査に合格したときは、甲の指定する請求により売買代金の支払を甲に請求する。
２　甲は、前項の請求があったときは、その日から起算して３０日以内に乙に支払わなければならない。
　（取替又は補修）
第５条　納入した物品が、１２ヶ月以内に甲の責めに帰すべき理由によらないで破損し、又は故障したときは、甲は乙に対し、その取替え又は補修の要求をすることができる。
２　乙は、甲から前項の要求があったときは、乙の費用で、甲の指定する期日までに取替え又は補修をしなければならない。乙がこれを行わないときは、甲はこれを代行し、その費用は乙が負担する。
　（納期の延期）
第６条　甲は、乙の申請により、天災地変その他乙の責めに帰する理由によらないで履行期限までに履行できないと認めたときは、納期の延期をすることができる。
　（契約の解除）
第７条　甲は、次の各号の一に該当するときは、任意にこの契約を解除することができる。この場合において解除により乙に損害があっても、甲は賠償の責めを負わない。
　(1)　履行期限に履行を終わる見込みがないと認めたとき。
　(2)　天災地変その他乙の責めに帰すべき理由によらないで履行期限までに履行できないと認めたとき。
　(3)　乙に誠意がなく、完全に契約の履行を終わる見込みがないと認めたとき。

　（協議）
第８条　この契約に定めるもののほか、疑義を生じたとき、又は必要な事項については、甲乙協議の上決定する。

　この契約の証しとして、本書２通を作成し、当事者記名押印の上、各自１通を保有する。


令和　８年　　月　　日


甲　　田川郡大任町大字大行事３０６７番地
　　　　　　　　大任町長　　永原　譲二　　㊞


　　　　　乙　　
　
　　㊞

